
 

 
  

 

 
 洪水浸水想定区域の指定について 

 

島根県では、県民の安全安心な暮らしを守るため防災対策を推進しており、これまで段階的に、  

洪水浸水想定区域（※１）の指定・公表を進めてきました。 

このたび、下記の市町村（※２）に流域がかかる２７８河川（一級河川２３７河川、二級河川４１ 

河川）における洪水浸水想定区域を指定・公表しましたので、お知らせします。 

なお、令和５年１２月２６日に指定した河川（西部・隠岐地区）とあわせ、今回の指定により、県が

管理する全ての一級河川・二級河川における浸水想定区域の指定が完了します。 

今後、これを基に、各市町村においてハザードマップの作成が進められることになります。 

注）記載の数値は、すべて県管理分 

 

指定年月日：令和７年３月２８日 

詳細な区域図については河川課 Web サイトをご覧ください。 

（河川課 HP） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/bousai/suibo/shinsuisoutei/ 

 

 ※１：洪水浸水想定区域 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の

軽減を図るため、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 

    ※水防法に基づき指定 

 

 ※２：今回指定・公表する洪水浸水想定区域の対象河川の流域がかかる市町村 

松江市、出雲市、大田市（江の川水系以外）、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町（江の川水

系以外） 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 6 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/jigyo.data/shinkikakujuR6.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

島根創生計画 

Ⅷ 安全安心な暮らしを守る 

1  防災対策の推進 

(3) 防災・減災対策の推進（P.93） 
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